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会長挨拶 新潟県栄養士会会長 斎藤トシ子 

平素は公益社団法人新潟県栄養士会に対し多大なるご支援を賜り、厚く御礼

申し上げます。 

このたび、令和 6 年 6 月の本会通常総会にて会長職に就任いたしました。身

にあまる重責ではございますが、医療、福祉、行政、地域、受託給食会社、薬局、

小中学校、専門学校・大学などの管理栄養士・栄養士の力を集結し、個人では解

決できない栄養課題を組織の力で解決し、社会に貢献できるよう、努力して参り

ます。 

 

新潟県栄養士会は、「栄養（食）を通して、ひとびとが、いつ、いかなるとき

も、喜びと尊厳をもって幸せに生きることを支え助ける」ことを使命とし、最新

の科学的根拠に裏付けられた高度な知識と技術を持って、保健・医療・福祉・教

育・スポーツなど様々な領域の栄養課題の解決に資する事業を行っています。 

主な取組みとして、新潟県栄養士会は、広報・情報部、事業部、学術部、研修

部、栄養ケア・ステーション部を設け、健康づくり啓発事業（講演会・セミナー・

イベントの開催、食育事業、ホームページ・機関紙・ラジオ・テレビでの情報提

供事業など）、健康づくり支援事業（栄養相談、特定保健指導、低栄養予防事業、

介護予防事業、在宅訪問栄養食事相談事業、在宅医療（栄養）推進事業、慢性腎

臓病・糖尿病性腎症の重症化予防事業、災害支援事業など）を行っています。さ

らに、調査・研究事業として、事業評価や栄養の学術の進歩に資する活動、会員

のスキルアップを図るための研修事業を行っています。併せて、新潟県栄養士会

は、人生 100 年時代を迎える中で、著しい社会環境の変化や人々のニーズの多

様化、複雑化を踏まえ、誰一人取り残さず、全ての県民が健やかで心豊かに生活

できる持続可能な社会の実現、さらには地域包括ケアシステム（重度な要介護状

態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けること

ができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるケア

システム）の構築に向け、各支部（村上、新発田、新潟市、佐渡、三条、長岡、

魚沼、十日町、柏崎、上越）が地域のニーズに応じた活動を展開しています。 

 

これら全ての活動を実効性のあるものにするためにも、他の職域や支部の管

理栄養士・栄養士の連携（同職種連携）および多職種連携はもとより、顔や活動

内容が見える組織づくり（見える化）を進めていきたいと思います。 

管理栄養士・栄養士の皆様、各関係機関、各団体等の皆様の一層のご支援、ご

協力を重ねてお願い申し上げます。
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議題 

（1） 2024・2025 年度業務執行体制（案）について 

① 業務執行部の業務内容について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 術 部 
 
1.栄養の学術の 
進歩に資する 
事業 

2.県栄事業や 
研究で得られ
た調査データ
などの集計・解
析・事業の評価
などの支援 

3.顕彰（山上の
光賞、春秋叙勲
など）・表彰（厚
生労働大臣表
彰、文部科学大
臣賞、新潟県知
事賞など）に関
するリサーチ、
各支部・職域へ
の声掛け 

4 その他 
 

事 業 部 
 
1.災害支援活動
に関する事業 

2.10 支部及び
職域事業部よ
り提出された
次年度の公益
事業の検討・調
整（予算・適正
人員配置等）、
当該年度の実
施状況の評価 

3.その他 
 

 

広報・情報部 
 
1.現ホームペー
ジの更新・改修 

2.機関誌「栄養
新潟」の作成 

3.その他 
 

研 修 部 
 
1.新潟県栄養士
大会（仮称）の
開催検討 ※
県委託事業 

2.次年度の生 
涯教育の計画、
当該年度の実 
施状況の評価 

3.その他 
 
 

 

栄養ケア・ 
ステーション部 
 

1.県栄委託・補助事業
に係わる次年度計画
作成 
①新潟県在宅医療
（栄養）推進事業（県
基金） 
②在宅訪問栄養食事
相談事業（広域委託） 
③CKD 重症化予防
事業（長岡市委託） 
④地域ケア個別会議
コーディネート 
 
2.助成事業 
①地域ケア個別会議
助言者育成事業 
 
3.栄養ケア・ステーシ
ョン事業 
①人材派遣・育成に
係わる料金表及び業
務依頼の流れの見直
し 
②地域栄養ケアに係
わる参加会議の情報
整理及び業務周知 
③認定栄養ケア・ス
テーションの報告会
及び事業内容の周知 

 

 

公益社団法人 
新潟県栄養士会 

＜支部＞ 
・村 上  ・新発田 
・新潟市  ・三  条 
・長 岡  ・魚  沼 
・十日町  ・柏  崎 
・上 越  ・佐  渡 

 

＜職域事業部＞ 
・公衆衛生 
・研究・教育 
・学校健康教育 
・医 療 
・勤労者支援 
・福 祉 
・地域活動 

【事務局】 
・事務局長 
・事務局員 

理事会（業務執行の決定） 
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② 2024・2025 年度業務執行部人事（案）について 

 学術部 事業部 広報・情報部 研修部 
新潟県栄養ケア・ステーシ

ョン部 

統括 
髙橋 洋平 

（副会長） 

髙橋 洋平 

（副会長） 

村山 稔子 

（副会長） 

村山 稔子 

（副会長） 

山田 祥子 

（専務理事） 

部長 
◎北林 紘 

（村上・医療） 

◎渡辺絵里子 

（勤労者支援・新潟） 

◎山川琴栄 

（地域活動・新潟） 

◎斉藤幸子 

（福祉・新潟） 

◎久志田順子 

（新潟・医療） 

副部長 
〇治田麻理子 

（新潟・医療） 

〇小林昌子 

（医療・新潟） 

〇丸山朝美 

（学校健康教育・三条） 

〇堀川千嘉 

（研究教育・新潟） 
 

部員 
竹内瑞希 

（新潟・研究教育） 

土田直美 

（公衆衛生・柏崎） 

内田悠香 

（三条・公衆衛生） 

佐々木佳子 

（佐渡・学校健康教育） 10 支部長 

・村上・新発田    

・新潟・佐渡 

・三条・長岡 

・柏崎・魚沼 

・十日町・上越 

 
金子幸子 

（柏崎・公衆衛生） 

鵜川一寛 

（魚沼・福祉） 

山岸美恵子 

（長岡・勤労者支援） 

中俣裕子 

（長岡・地域活動） 

  
村山千晶 

（十日町・医療） 

伊藤涼子 

（新発田・福祉） 

石墨清美江 

（新潟・地域活動） 

  
内山智子 

（上越・学校健康教育） 
  

     
地域包括ケアシステム 

山田専務理事 

【主な役割】 

統括：担当事業部の事業内容の統括・調整（事業計画作成への参画、事業進捗状況の確認、会議参加、三役会での情報共有など） 

部長・副部長：担当事業部の年間計画作成・実施・評価・次年度へのフィードバック、会議日時の調整、会議時の司会進行、理事会等 

での報告、その他必要な業務） 

部員：担当事業部の年間計画作成・実施・評価・次年度へのフィードバック、会議参加、会議議事録作成など） 
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（2） 委員会構成メンバー（案）について 

 

①
災
害
対
策
委
員
会 

業務執行部 ◎渡辺 絵里子 〇小林 昌子 髙橋 洋平 山田 祥子 
(事務局長） 

阿部 幸子 

＊今後の活動 

・組織図の作成 

・連絡網の整備 

・非常事態マニュアル

の見直し 

・第 3 回スタッフ研修

の企画 

JDA－DAT 

リーダー 
◎淸田 優理香 土田 直美 磯部 澄枝 池田 生美 津軽 智子 

②8
0

周
年
記
念
式
典
実
行
委
員
会 

実行委員長 折居 千惠子     新潟県栄養士会設立：

昭和 19 年 7 月 

 

7 月末まで 

・委員推薦 

 

8 月 

・第 1 回 

検討員会開催 

実行副委員長 石澤 幸江     

現執行部三役 斎藤 トシ子 村山 稔子 髙橋 洋平 山田 祥子  

委員 
（医療） 

 

（福祉） 

 

（公衆） 

髙橋 佳子 

（地活） 

 
 

 
（学校） 

 

（勤労） 

奈良橋 深雪 

（研究） 

 
  

事務局 

 

（事務局長） 

阿部 幸子 

 

    

③
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
リ
ニ
ュ

ー
ア
ル
委
員
会 

◎津軽 智子 

 

〇飯塚 美里 

 

（広報・情報

部） 

山川 琴栄 

 

 

 

 

 

 ・2030 年リニューア   

 ル 

・業者選定、ホームペ

ージ構成など 

・各支部及び各職域か

ら 1 名ずつ推薦 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④
会
員
増
対
策
委
員
会 

（学術部） 

◎北林 紘 

（勤労者支援

事業部） 

〇渡辺 絵里子 

（地域活動事

業部） 

山川 琴栄 

（福祉事業

部） 

斉藤 幸子 

（学校健康教

育事業部） 

丸山 朝美 

（公衆衛生事

業部） 

土田 直美 

・各職域事業部長 

・各職域や養成機関と

の連携と方策など 

 

（研究・教育

事業部） 

堀川 千嘉 

（医療事業

部） 

小林 昌子 

    

（会長） 

斎藤 トシ子 

（副会長） 

村山 稔子 

（副会長） 

髙橋 洋平 

（専務理事） 

山田 祥子 

(事務局長） 

阿部 幸子 
 

⑤
各
種
顕
彰
・
表
彰
検
討
委
員
会 

前顧問 

稲村 雪子 

顧問 

入山 八江 

顧問 

折居 千惠子 

 

 

 

 

 
・学術部メンバー 

◎北林 紘 〇治田 麻理子 竹内 瑞希 金子 幸子 
（専務理事） 

山田 祥子 
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（3）2024・2025 年度 各業務執行部_活動計画（案）について 

１） 各事業部及び委員会の主な事業を行うための、2024 年度の具体的な活動計画を作成する（計画、実施、評価につながる計画をお願いします） 

2025 年度にまたがる計画については、それがわかるようスケジュール表に記入する。 

２） 事業部、委員会の新規活動は、常任理事会（J）・理事会（R）承認の上、進めることになるため、資料提出〆切は、（J）の約 1 週間前をめどとしている 

３） 一人の理事又は委員に負担がかからないよう、相談の上、それぞれの活動計画の主担当（〇reader）を決める 

*各事業部の活動スケジュール：提出は、7 月 26 日（金）まで、メールにて栄養士会事務局（山田宛）に提出 

*各委員会の活動スケジュール：メンバーが決定次第、速やかに作成し提出 

 

☜事業部、委員会名（ドロップダウンリストから選択）

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

常任理事会（J）・理事会（R)
（J）10/9

（R）10/19
（J）2/26 （R）3/8

（J)への資料提出〆切 10/1 2/18

例

1
2025年度○○事業計画の調整

〇栄養、信濃

下大川

担当者会議（web) 2025年度計画書作

成依頼

*30日提出〆切

計画の調整（予算,

人員等）

（J)へ計画調整案

提出→理事会審

議・決定

担当者会議（web) 2024年度活動内容

の評価依頼、評価

表まとめ

（J)への資料提出 （R)で、各事業活

動結果の報告

担当者会議（web) 2025年度計画書作

成依頼の作成

例

2
○○対策の検討

〇委員長、対

策委員全員

先行研究、関連他

団体等の対策法の

調査(理事）

委員会開催(web) 委員会開催(web)

対策方法の検討、

対策法案作成

（J)へ対策法案提

出→理事会審議・

決定

常任理事会へ中間

報告資料提出

委員会の開催:対策

の再検討（web）

1

2

3

4

5

対策の実施

対策の中間評価 対策の継続

活動計画（簡潔に記載）
主担当

〇reader

メンバー名：信濃、栄養、下大川、礎、代謝、口腔

2024年度
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(4) 栄養ケア・ステーション料金表へ追加する「執筆料」について 

2014 年新潟県栄養士会ホームページには 3,000 円～

（写真は協議による）が掲載されていた。 

現在は消去。 

 

【ご提案】 

①400 文字あたり 2,500 円～ 

（写真、図表は協議による） 

②現在の料金の見直し 
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(5) 新潟県栄養士会定時総会における発言通告書の回答について(会員専用 HP への掲載) 

質問 
意見 
要望 

事項 内容 回答 

意見 

要望 

会費に 
ついて 

・会費が他

職種の会に

比べて高す

ぎるのでは

ないでしょ

うか。 

 

・物価高の

時代なので

もう少し年

会費が安く

なるとよい

です。 

 

・新潟県栄

養士会会費

が他県と

5000 円近く

高くて驚き

ました。 

表 1 主な医療職種の会員会費など            

 入会時 日本●●会 新潟県●●会 県の合計額  

  
支払 
合計 

入会金 年会費 会員概数 入会金 年会費 
会員概

数 
年会費のみ  

管理栄養士 
栄養士 

19,000   6,500 42,000 1,000 11,500 1,100 12,650,000 ＋入会金 

理学療法士 20,000 5,000 5,000 140,000   10,000 1,600 16,000,000  

作業療法士 25,000   15,000 60,000   10,000 1,000 10,000,000  

言語聴覚士 12,000    21,000 2,000 10,000 380 3,800,000 ＋入会金 

看護師 22,500   5,000 760,000 10,000 7,500 16,100 120,750,000 ＋入会金 

歯科衛生士 16,000 2,000 7,000 21,000   7,000 1,260 8,820,000  

→栄養士・管理栄養士の会費は、他職種と同程度 
 

表 2 新潟県栄養士会と他県栄養士会（会員数の近い県）の比較 

        金   概数    計額   

新潟県 11,500 1,000 1,100 12,650,000    

長野県 10,500 1,000 1,300 13,650,000    

千葉県 10,000 1,000 1,370 13,700,000    

静岡県 9,500 1,000 1,370 13,015,000    

広島県 13,000 1,000 1,330 17,290,000    

 
【新潟県栄養士会の現状】 

・費用総計の 80％以上を公益事業の活動費に使用（新潟県民 約 2,100,000 人）。 

・令和 5 年度の経常費用計の比較増減は、－450 万円。 

・活動費を捻出し組織力を強化するためには、会員増対策が必要。 

（2024 年度の日本栄養士会の会員獲得目標は 51,000 人 (9,000 人増を目標）。 

【結論】 

会費減は、公益事業を減らすことにつながります。会費減の可否は、総会での審議が必要です。2025 年度

事業は会員 1200 人を目標に予算を作成。→当面の会費は従来通りにせざるをえない状況です。 

→会員数が同じような県と比較す

ると、大きな差はない 
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質問 
意見 

要望 

事項 内容 回答 

要望 支部の再編に

ついて 

支部の人数が少なく、役員

が大変です。 

上・中・下越・佐渡と大き

く分けることはできないで

しょうか。 

新発田支部です。役員が多

く、今後検討してほしい。 

支部活動にご尽力いただきありがとうございます。 

国が推進している地域包括ケアシステムの趣旨に基づき、地域密着型（顔の見える

関係づくり）の事業を実施するためには、現在の小規模が望ましいと考えておりま

す。 

各支部役員については、支部活動の運営のため、少なくとも 3 人 

（1 支部長、2 事務局・会計、3 ホームページ委員）はお願いしたいが、その他の役

員については、支部内の状況を鑑み、適宜、運用していただいてかまいません。 

要望 同職種の横の

つながりにつ

いて 

障害施設に勤務している栄

養士の方と情報交換ができ

るとありがたいです。 

2024・2025 年度 研修部取り組み内容に『新潟県栄養士大会（仮称）』の企画を検

討しています。 

その際に会員間の交流の場も設けたいと考えております。 

また、オンラインの情報交換が必要な場合、新潟県栄養士会の会員専用ページより

『ZOOM アカウント予約』から予約していただければ、事務局で URL を発行しま

すので、情報交換の場として活用していただくことは可能です。 

要望 総会の委任状

について 

Google フォームや QR コ

ードなどで提出できるよう

にしていただきたいです。 

本年度実施しようと試みましたが、会員による QR コード・パソコン・FAX 操作・

提出方法や事務局の管理方法に様々な課題があり、実施に至りませんでした。来年

度は導入に向け、会員へのご理解を進めたいと思います 

意見 活動時の交通

費振込につい

て 

以前活動協力を行った時の

交通費について、振込案内

があったが、登録のない場

合は振り込まないとのこ

と。登録の有無も事前に案

内があるとよかった。以前

振り込まれていたことがあ

り、確認せぬまま、振込な

しでした。ボランティアな

のでよいですが・・ 

昨年は振込先を全員確認後、振り込みを行っておりますが、漏れておりましたら、

申し訳ございません。 

申請書に基づき支払い手続きをしておりますが、支払いがなされていない場合は、

県栄事務局にお問い合わせをお願いいたします。 

ただし、支払いは年度単位となりますので、年度内のお問い合わせをお願いいたし

ます。  
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報告 

（1）2024 年度の会員数について 

支部 2023 年度     2024 年度（6/23 現在） 増減 
  

新入会 再入会 継続  合計 未納 

合計 1168 29 15 1052 1096 47 -72 

（内訳） 
       

村上 27 1 0 24 25 0 -2 

新発田 87 1 1 83 85 1 -2 

新潟 426 10 6 389 405 20 -21 

佐渡 40 1 0 36 37 3 -3 

三条 122 6 3 102 111 7 -11 

長岡 165 4 1 139 144 6 -21 

柏崎 39 1 1 35 37 1 -2 

魚沼 71 0 0 65 65 3 -6 

十日町 48 2 0 47 49 0 +1 

上越 143 3 3 132 138 6 -5 

 

職域     2023 年度     2024 年度（6/23 現在） 増減 
 

新入会 再入会 継続  合計 退会 新入会 再入会 継続  合計 未納 

合計 51 18 1099 1168 72 28 15 1052 1096 47 -72 

（内訳） 

           

医療事業部 17 4 323 344 28 10 10 315 335 13 -9 

学校健康教育 6 5 176 187 11 3 1 170 174 6 -13 

勤労者支援 1 0 13 14 3 1 0 13 14 0 ±0 

研究・教育 1 1 52 54 4 2 1 48 51 5 -3 

公衆衛生 9 4 122 135 4 3 0 128 131 2 -4 

地域活動 5 2 137 144 11 2 0 131 133 5 -11 

福祉 12 2 276 290 11 8 3 247 258 16 -32 



p. 13 

 

（２） 2023 年度補助事業・委託事業報告及び 2024 年度事業計画について   

① 在宅訪問栄養食事相談事業（新潟県後期高齢者医療広域連合からの委託） 
 

2023 年度 課題 2024 年度 

目的 低栄養状態及びフレイル状態の後期高齢者医療制度の被保険者の居宅を訪問し、個々の状況に合わせて実効性のある効果的な栄養指導を行うことで、栄養改善及び心身機能の低

下予防を促すとともに、生活機能の維持・継続を図ることを目的にする。 

事業内容

１） 

訪問栄養食事相談実施者の育成 

・対象：新潟市及び近隣在住の CS 登録管理栄養士 

・研修内容：当該事業目的達成のための研修 

 

訪問栄養食事相談実施者の育成 

・対象：新潟市及び近隣在住の CS 登録管理栄養士 

・研修内容：当該事業目的達成のための研修 

    

２） 

訪問栄養食事相談 

【対象者】 

・新潟市在住の後期高齢者医療制度の被保険者 

・BMI 21.5kg/㎡未満かつ 1 年間に 2 ㎏以上体重減少者 

・新潟県後期高齢者医療広域連合長が必要認めた者 

・51 名（途中終了含む） ＋フォローアップ 5 名 

【実施方法】 

・対象者 1 人につき 6 か月間 

・訪問相談 3 回と電話もしくは手紙による支援 1 回 

・3 回目の訪問終了後 6 か月以降にフォローアップ訪問相談

1 回 

【2023 年度事業参加管理栄養士数】 

 23 名（医療 2、研究教育 1、福祉 6、地域活動 14） 

申請率が低く、必要な人にサービスが行

き届いていない可能性があるため、申請

率を上げる必要がある。 

ファローアップ相談について、申込方法

について検討する必要がある。 

・担当者から電話するなどの働きかけが

ないと申し込むことが難しい人もいるの

ではないか。 

・申し込みをしない理由がわからないの

で、基本はフォローアップ相談ありで、

電話で意思確認してはどうか。 

訪問栄養食事相談 

【対象者】 

・新潟市在住の後期高齢者医療制度の被保険者 

・BMI 21.5kg/㎡未満かつ 1 年間に 2 ㎏以上体重減少者

（BMI18.5kg/ｍ²未満は優先訪問） 

・新潟県後期高齢者医療広域連合長が必要認めた者 

・120 名程度 ＋フォローアップ 40 名程度 

【実施方法】 

・対象者 1 人につき 6 か月間 

・訪問相談 3 回と電話もしくは手紙による支援 1 回 

・3 回目の訪問終了後 6 か月以降にフォローアップ訪問相談 1 回 

【2024 年度事業参加管理栄養士数】 

 24 名（医療 3、研究教育 1、福祉 6、地域活動 14） 

委託料 総額 ３，６２１，８６４ 円 

 訪問相談１回あたりの金額 ６，９２７ 円 

 

総額 ８，２０６，８２０ 円 

 訪問相談１回あたりの金額  ６，９２７ 円 
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② 地域ケア個別会議助言者育成事業（新潟県地域包括ケア支援専門職協議会事業） 
 

2023 年度 課題 2024 年度 

目的 ・自立支援・介護予防の観点を踏まえて「要支援者の生活行為の課題解決等、状態の改善に導き自立を促すこと」ひいては「高齢者の QOL の向上」を目

指す。 

・「高齢者の QOL の向上」の実現のために地域の多職種の専門的な助言を得ることでケアマネジメントを実施し、高齢者の生活行為の課題等を明らかに

し、介護予防に資するケアプラン作成とそのケアプランに則したケア等に繋げる。 

事業内容

１） 

◎地域の多職種の専門的な助言により個別事例の課題 

検討を行う地域ケア個別会議に参画。 

2023 年度登録助言者 31 名 

地域ケア個別会議出席実績 : 

 市町村開催 延べ 129 回、助言者派遣 延べ 128 名。 

・市町村によって助言者の数に偏り

があるため、手薄な地区での新任助

言者の育成が急務。 

・新任助言者の勧誘の仕方を要検

討。 

◎地域の多職種の専門的な助言により個別事例の課題 

検討を行う地域ケア個別会議に参画。 

2024 年度登録助言者 36 名 

新任助言者研修会について、事務局だよりを通じて全

会員へ紹介予定。 

    

２） 

◎新潟県地域包括ケア支援専門職協議会（6 職種）の助

言者育成のための研修会に参画、ファシリテータ等で参

加。 

・DVD 視聴による助言者育成研修会  

10 月 3 日（火）～10 日（火） 25 名参加 

・フォローアップ研修会 11 月 3 日（祝金）8 名参加 

県内１メイン会場＋3 サテライト会場の計 4 会場で

Zoom を繋いで実施。 

また、2/28～3/5 当研修会を録画したものをオンデマ

ンド配信 

・栄養士会主催：助言者スキルアップ研修会実施。 

2 月 4 日（日） 参加者 19 名 （Zoom にて開催） 

・助言者の助言内容の質の担保。 

・合同研修会への参加率が低い。 

◎新潟県地域包括ケア支援専門職協議会（6 職種）の助

言者育成のための研修会に参画、ファシリテータ等で

参加。 

・新任助言者研修会 

・フォローアップ研修会 

・栄養士会主催 スキルアップ研修会 

以上 3 研修会を実施予定。 

助成金 300,000 円 
 

200,000 円 
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③CKD・糖尿病性腎症栄養指導業務委託（長岡市委託事業） 
 

2023 年度 課題 2024 年度 

目的 
CKD・糖尿病性腎症等の糖尿病重症化予防が必要な患者などが疾患について正しく理解し、疾病管理のための食事について理解を深め、自己管理
の質を高めることにより人工透析への移行等重症化を遅らせることを目的とする。 

事業内容 【対象者】 

①  「栄養相談会」市のプログラム対象

者で医師の指示がある者。3 回の指導+

フォローアップ面接 1 回 

② 「糖尿病相談会」特定健診結果より糖

尿病型の者（プログラム対象者を除

く）。1 回の指導+フォローアップ面接 1

回  

③ 「後期高齢者栄養相談会」かかりつけ

医より指示のある者。1 回の指導+フォ

ローアップ面接 1 回  

【開催日】 

 2023 年 6 月から 2024 年 2 月まで計 16 回、

その他に対象者の希望日や訪問指導を加える。 

延べ 265 名 

【指導内容】 

 相談者が多忙のために欠席

があり、指導が十分でない方

がいたようだ。 

 講義のみだと緊張も続かな

い為、調理体験・試食体験な

どを取り入れて、より実践す

る力を身に付けられるような

指導を考え、相談者の生活改

善に繋げられるようにした

い。 

【指導者】 

 回数が多く、３種類の対象

者がいるために、なかなか継

続して指導を行ってくれる会

員がいない。次年度に向けて

市とやり方について相談し、

持続可能な指導を継続してい

けるような体制づくりを行い

たい。  

【対象者】 

①  「栄養相談会」市のプログラム対象者で医師の指示

がある者。3 回の指導+フォローアップ面接 1 回 

② 「糖尿病相談会」特定健診結果より糖尿病型の者（プ

ログラム対象者を除く）。1 回の指導+フォローアップ

面接 1 回  

③ 「後期高齢者栄養相談会」かかりつけ医より指示のあ

る者。1 回の指導+フォローアップ面接 1 回  

【開催日】 

 2024 年 6 月から 2025 年 2 月まで計 15 回、その他に対象者

の希望日や訪問指導を加える。 

延べ 300 名 

委託料 2,633,004 円 

 

3,000,912 円 
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(3) 2024 年度生涯教育実務研修会申込状況 
 

期間 会員 新入会員 非会員 合計 

1.若い女性のやせが次世代の健康に及ぼす影響 

国立研究開発法人  

医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所長  瀧本 秀美 先生 

6/20(木)～ 

6/26（水） 

138 5 1 144 

2.管理栄養士・栄養士に知ってほしい、「ゆるやかな糖質制限」のすすめ 

北里大学北里研究所病院 副院長・糖尿病センター長 山田 悟 先生  

※Zoom によるオンラインライブ配信のみ  

7 月 28 日（日） 

10:00～11:30  

163 7 3 173 

3. 「好き嫌い」を科学的に捉え直してみる～子どもの「好き嫌い」を理解し、 

受け入れるための科学的な学び～  

大阪大学大学院 人間科学研究科 行動生理学研究分野 教授 八十島 安伸 

先生  

８月 16 日（金）～  

８月 22 日（木）   

201 7 4 212 

4. 「腎臓の役割と CKD ガイドライン 2023（栄養）」について 

新光会村上記念病院 栄養科科長 北林 紘 先生  

9 月 19 日（木）～ 

9 月 25 日（水）  

178 9 4 191 

5.認知症、機能障害を抱えている方への食支援について  

総合リハビリテーションセンター みどり病院 副院長 齋藤 泰晴 先生  

10 月 24 日（木）～ 

10 月 30 日（水）  

158 7 3 168 

6. 「身体のサインを見逃さない!!  

～高齢者の栄養管理に必要なフィジカルアセスメント～」  

ちゅうざん病院 副院長 金城大学 客員教授 吉田貞夫 先生 

11 月 21 日（木）～ 

11 月 27 日（水） 

170 5 3 178 
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（4） ZOOM 予約方法の変更について 

   手順①新潟県栄養士会＞会員専用ページ＞ZOOM アカウント予約は従来通り。 

     ②カレンダー予約を事務局へメールで伝える。 

     ③事務局が ZOOM URL を発行し、②の担当者へ伝える。 

 

（5） 健康づくり提唱のつどい（ヤクルト協賛）について 

期日：2024 年 9 月 14 日（土） 13:30~16:30 

会場：新潟県民会館 小ホール （新潟市中央区一番堀通町 3-13） 

情報提供：株式会社ヤクルト本社 

           演題：調整中 

特別講演：押木内科神経内科医院 副院長 永井博子先生 

～認知症を予防するには～ 

栄養講話： 副会長 村山 稔子 氏  

～これってホント？元気に過ごすための栄養のはなし～ 

説明  ：ヘルシーダイアリーの活用方法 

      地域活動事業部長 山川 琴栄 氏 

 

（6）令和 6 年度健康づくり功労者県知事表彰推薦について 

食生活改善事業関係（食生活改善事業功労者） 

折居 千惠子会員を推薦 

管理栄養士として、永年にわたり地域住民の健康増進に前向きに取り組み、管理栄養士が

家庭訪問に出向くことが少ない頃より生活習慣病予防のため訪問に出かけて住民に丁寧に

接した。栄養士会でもコーディネーター・副会長・会長として尽力した。地域包括ケアに

前向きに取り組み、栄養・食生活面から果たした功績は大きい。 

 

（7）事務局より連絡 

①定款、規約の確認ついて 

 ・新潟県栄養士会ホームページ＞会員専用ページ＞定款・諸規程にアップ。 

  特に旅費規程、謝金規程を確認してほしい。 

②報告様式等の流れと様式変更について 

   手順❶事業実施後、事業報告・議事録・経費申請・旅費申請を 

ホームページからダウンロードする 

❷事業報告若しくは議事録・経費申請・旅費申請を１セットとして、 

❸10 日以内に、作成者がメールで事務局長阿部へ提出。 

  ※地域栄養ケア担当は支部長から専務理事へ 
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   留意事項） 

    ＊出席者は全員の氏名を記載する。 

    ＊旅費申請の氏名は受け取り拒否の方は記載しない。 

    ＊振込銀行をできるだけ第四北越銀行でお願いしたい。 

    ＊振込先を申請しているか確認をお願いしたい。 

   様式変更：Excel から Word 

(公社)新潟県栄養士会【様式 H】（各支部・職域事業部・業務執行部）2024.06.25 

 

事務局収受印 

会議 議事録 

 

 

回
覧 

会長 専務 事務局長  事務局 

       

 

提出日 2024 年ｍ月ｄ日 

所属      支部        職域事業部         業務執行部      

作成者氏名  

 

【報告内容】 

日時 2024 年ｍ月ｄ日   ｈ：ｍｍ～ｈ：ｍｍ 

会議名  

開催場所  

出席者氏名  

欠席者氏名  

旅費申請書 
【様式 R】 

いずれかに☑を入れてください。 

有の場合はこの議事録と一緒にメールに添付し提出してください。 
□あり 

□なし 

経費申請書 
【様式 E】 

（会場費その他） 

いずれかに☑を入れてください。 

有の場合はこの議事録と一緒にメールに添付し提出してください。 

領収書は別途郵送してください。 

□あり 

□なし 

協議内容 

※必要に応じて行を追加

して下さい。 
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(公社)新潟県栄養士会保【様式Ｈ】（地域栄養ケア担当）2024.06.25 

 

事務局収受印 

会議 議事録 

 

 

回
覧 

会長 専務 事務局長  事務局 

       

 

提出日 2024 年ｍ月ｄ日 

支部  

作成者氏名  

 

【報告内容】 

日時 2024 年ｍ月ｄ日  ｈ：ｍｍ～ｈ：ｍｍ 

会議名  

開催場所  

出席者氏名

（所属団体） 

 

旅費申請書 
【様式 R】 

いずれかに☑を入れてください。 

有の場合はこの議事録と一緒にメールに添付し提出してください。 
□あり 

□なし   

経費申請書 
【様式 E】 

（会場費その

他） 

いずれかに☑を入れてください。 

有の場合はこの議事録と一緒にメールに添付し提出してください。 

領収書は別途郵送してください。 

□あり 

□なし 

協議内容 

※必要に応じて行

を追加して下さ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地域栄養ケア担

当） 

ご自身の気づ

きや今後活か

していきたい

こと 
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③名刺作成  支部長、事業部長で希望者は事務局まで。 

④住民票・印鑑証明の経費及び総会・理事会の旅費は R7 年 3 月末で締め、R7 年 4 月に 

まとめて振り込みます。 

⑤理事名簿を会員専用ホームページアップに伴い、顔写真を 7 月末までに事務局へ 

（任意） 

⑥事務局員体制 

ⅰ職員と業務内容 

    主な役割 勤務時間・勤務日 

専務理事 山田 祥子 事務局の統括 

栄養ケア・ステーションの総括 

月～金_9:00～16:00 

事務局長 阿部 幸子 ・法人管理運営 

・総務 

・公益 1.2 

・広報に関すること 

月～木_9:00～15:00 

事務局員 高橋 祐子 経理 月～木_9:00～15:00 

稲葉 有紗 業務支援、 

ホームページアップ 

月～木_9:00～15:30 

火・水・金_9:00~16:00 

栄養 CS コーディネ

ーター 

久志田 順子 基金事業 

・在宅・医療（栄養）情報連携 

・食形態 

水・木_9:00~15:00 

山川 琴栄 基金事業 

・在宅・医療（栄養）情報連携 

・食形態 

水_9:00~17:00 

栄養 CS コーディネ

ーター＆事務局員 

浅見 映子 月_基金事業 

火_事務局 

水・木_フレイル 

金_栄養 CS 

月～金_9:00～16:00 

藤田 恵美子 月・水_フレイル事業 

第 2・4 木_栄養 CS 

月・水_9:00～17:00 

第 2・4 木_9:00～16:00 

加藤 真弓 月・水_フレイル 

木_午前：栄養 CS 

  午後：地域ケア 

月・水_9:00～16:00 

木_9:00～16:00 
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ⅱ2024 年度（公社）新潟県栄養士会 事務局業務分担表   (2024.4.1 現在） 
 主な業務内容 担当者 

1  法人管理・組織に関すること  

 ・総会、理事会、常任理事会、三役会、監査 
・役員、委員の就任 
・顕彰に関する事務処理 
・行事予定、代表理事の動向の管理と事務処理 
・本部事業（生涯教育、栄養士研修会、JDA-DAT スタッフ研修会）の
企画・推進 

・養成校に関すること など 

主：専務理事 
副：事務局長、稲葉 

2 法人管理・運営に関すること  

 ・法務局の手続き、行政庁への手続き、運営補助金申請 
・法人監査 
・財産、備品管理 
・事務局に関わる契約、雇用に関する事務処理、職員の福利厚生 
・予算決算の作成にかかわる事務処理 など 

主：事務局長 
副：専務理事 

・会計処理、社会保険事務、旅費日当の支払い、謝金等の支払など 主：髙橋 副：事務局長 

・会場費の支払い（予約含む） 
・パソコン管理（ネットワーク含む） など 

主：浅見 
副：髙橋、稲葉 

３ 総務・組織部に関すること  

 ・日本栄養士会関係の文書、メール確認、事務処理 
・関連団体の会議、委員会、事業に関する文書、メール確認事務処理 
・業務執行部事業、会議に関する事務処理 

主：事務局長 
副：専務理事 

・賛助会員、関係機関、団体との交渉（年賀状、挨拶状含む） 主：藤田   副：事務局長 

・会費に関すること 主：稲葉 副：髙橋 

・指導媒体の管理、物品（パネル、T シャツなど）貸し出しなど 主：浅見 副：稲葉 

4 公 1 事業（公衆衛生、健康づくり、食育事業、栄養相談事業等）  

 ・本部の公１事業、会議に関する事務処理 
・本部の受託事業に関する事務処理 

主：事務局長 
副：専務理事、髙橋 

5 公２事業（学術の振興・普及事業等）  

 ・本部の公２事業、会議に関する事務処理 
・生涯教育検討会に関する事務処理 

主：事務局長 
副：専務理事 

・生涯教育研修会に関すること（企画・申込、運営に関する事務処 
理、受講料、謝金に関すること） 

主：浅見 
副：事務局長、髙橋 

・認定管理栄養士・栄養士に関すること 主：稲葉 副：事務局長 

６ 広報・情報部に関すること  

 ・HP の更新 
・広報・情報部、HP 委員会に関する事務処理 

主：稲葉 
副：浅見、事務局長 

・HP 広告バナーに関すること 主：藤田 副：事務局長 

・機関紙に関する事務処理（原稿、広告依頼、とりまとめなど） 主：事務局長、副：稲葉 

７ 新支部体制づくり  

 ・地域栄養ケア担当者の窓口業務 
・事務処理全般（依頼文、議事録等の管理） 

主：専務理事 
副：事務局長 

８ 栄養ケア・ステーション部に関すること  

 ・在宅栄養ケア（基金）事業（事業計画、実施、訪問指導、人材育成） 主：久志田 副：山川 

・フレイル予防事業（広域連合との連絡調整、訪問指導、人材育成 
など） 

主：藤田  
副：加藤、浅見 

・地域ケア個別会議助言者育成事業（新潟県地域包括ケア支援専門職 
協議会研修打合せ、派遣調整など） 

主：専務理事、加藤、 
浅見 

・新潟県栄養ケア・ステーション事業（人材登録、セミナー企画・運営、
講師依頼、単位認定、CS チラシ作成等） 

主：浅見、加藤、専務理事 

・認定栄養ケア・ステーション事業（申請手続き、研修会、事業報告） 主：専務理事 
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（8）新潟県栄養士会専門職倫理の誓い 

公益社団法人新潟県栄養士会 専門職倫理の誓 

制定 平成 30 年 6 月 16 日 

前   文 

公益社団法人新潟県栄養士会（以下「本会」という。）は、かねてより栄養の科学とその実践の技術をもと

に、食をとおして、ひとびとがよりよく生きることを保証する責務を付託された管理栄養士及び栄養士の団体

として、職業倫理を確立し、これを会員ひとりひとりの日々の業務に息づく規範とすることに格段の意を用い

てきた。およそ職業倫理は、専門職業人の本質に由来するものであって、専門職業人は、これに則って業務を

行う限りで、職業に対する誇りを保ち、社会に対する責務を果たすことになる。職業倫理は、時代を超えて専

門職業人を導く道標である。 

同時に、職業倫理は、その職業にある者が時代の要請にいかにして応えるかという、職業の存在意義に及ぶ

問いを、今を生きるわたしたちに投げかけるものでもある。ひとびとが食に求めるものは、日に日に複雑かつ

多様化している。これらを受けとめて、ともに叶える道筋を指し示すことのできる専門職業人は、唯一、管理

栄養士及び栄養士である。管理栄養士及び栄養士は、食をとおして、ひとびとと社会の、現在と未来に責任を

もつ見地に立って、みずからの役割の重さを深く自覚しなければならない。 

本会は、本会の管理栄養士及び栄養士が、ひとびとと同時代を共有しつつ、次代を展望してたしかな歩を進

める専門職業人であるために、従来の「倫理規程」をもとに、2008年 9月の第 15回国際栄養士会議（International 

Congress of Dietetics）で採択された理念を盛り込み、新たに職業倫理の体系を編むこととした。 

本会の管理栄養士及び栄養士が、食をとおして、ひとびとがよりよく生きることをたしかなものとする職責

を胸に、栄養の科学とその実践の技術に基づく栄養の指導を行ううえでの倫理の規範を自らに課して、これを

遵守することを広く社会に宣明すべく、ここに、本会の名をもって、専門職倫理の誓を定める。 

 

誓 の 綱 領 

１ わたしたち管理栄養士及び栄養士は、食をとおして、ひとびとが、いつ、いかなるときも、喜びと尊厳を

もって幸せに生きることを支え助ける使命を担い、その達成に最善を尽くします。 

 

２ わたしたち管理栄養士及び栄養士は、ひとりひとりの食の営みに寄り添いながら、来るべき健やかな社会

づくりに貢献し、そのために、同僚、専門職、その他の関係者と広く連携するとともに、その要となって協

働の伸展に努めます。 

３ わたしたち管理栄養士及び栄養士は、栄養の科学とその実践の技術により、食をとおして人の命を預か

る職責を課された専門職として、生涯にわたりこれらの科学と技術の習得に努めるとともに、その進歩と

発展を図り、その恩恵があらゆるひとびとに共有されるよう力を尽くします 。 
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誓 の 定 め（解説） 

わたしたち管理栄養士及び栄養士は、誓の綱領に基づき、専門職としての生涯をとおして次の定めを誠実に

守ります。 

《 ひとびとの願いとわたしたちの役割 》 

１ 管理栄養士及び栄養士は、喜び、いつくしみ、すこやかさ、その他ひとびとの食に託する願いをあますと

ころなく受けとめ、願いを果たすひとりひとりの営みが尊厳あるよき生を開くよう最善の手立てを追究し

ます。 

 （解説） 

ひとびとにとっての食は、単なる生きるための“手段”ではありません。食は、喜びや幸せをもたらす、

それ自体が“目的”なのです。ひとびとは、食に、生きることの本質に関わる願いを託しているのです。

管理栄養士及び栄養士は、まず、何よりもこの願いをあますところなく受けとめなければなりません。 

ひとびとに願いを託された食には大きな力があります。管理栄養士及び栄養士の役割は、食のもつ大

きな力を、栄養の科学と技術で引き出してひとびとの願いを豊かに叶え、それをとおして、ひとびとの

尊厳ある「よき生」（well-being）の実現に寄与することにあります。 

 

《 自律の支援 》  

２ 管理栄養士及び栄養士は、ひとびとが食の営みを自ら律することを尊びながら、その最良の実りのために、

栄養の指導をとおして、ひとりひとりに寄り添い、これを支え助けます。  

 （解説） 

“自律の支援”は、第１に、栄養の指導の母体である保健指導の理念に由来するものです。“指導”

とは自律のための支援なのです。第２に、食は個々人それぞれの“生き方”（way of life）に連なるも

のであるがゆえに（食はひとりひとりの個性の発露）、その食に介入する栄養士業務（栄養の指導）は、

相手の個性を尊重し（自律の尊重）、その個性が正しく開花するように「支援」するという姿勢で行う

必要があります。 

この二つの意味で、“自律の支援”は、栄養士倫理の骨格をなす原理の一つとなります。 

《 多様性の尊重と公正な対応 》  

３ 管理栄養士及び栄養士は、多様な個性の共生のために、国籍、人種、宗教、思想、信条、門地、社会的地

位、経済的状態、ライフスタイル、障がいの有無や内容、年齢、性別、性的指向などのいかんにとらわれる

ことなく、正義の要求するところに従い、公正にひとびとに臨みます。 

 （解説） 

多様な個性が共生する社会。めざすべきは、単なる共存に留まらず、多様な個性が共に手を取りあっ

て生きていく“活力と調和の社会”です。 

個人の多様性は食の多様性としても現れます。他方で、食は社会的な営みでもあります。社会が分断

されていると、食の多様性も成り立ちません。多様性を尊重しながら、調和とまとまりを保っていかな

ければなりません。それゆえ、管理栄養士及び栄養士は、栄養の科学の普遍性をよりどころにしなが

ら、正義と公正を尺度にして、多様な個性に臨む必要があります。 

 

《 交流し共有する義務 》  

４ 管理栄養士及び栄養士は、栄養の指導で接するひとびととの対話その他の交流を欠かさないようにする

とともに、指導に関しひとびととの認識の共有に努めます。 
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 （解説） 

コミュニケーションを保つことは、他の専門職と同様に、管理栄養士及び栄養士の主要な義務です。

コミュニケーションは、それ自体が治療上、ケア上、重要な効果をもつとともに、依頼者の適切な自己

決定を支援するものであるからです。 

  コミュニケーションの本旨は、認識の共有にあります。互いに伝わり認識を共有できる言葉と態度

の交流を心がけなければなりません。 

《 みずから臨み識別する義務 》  

５ 管理栄養士及び栄養士は、みずからひとびとに臨んで、その心身の状況や栄養の状態をつぶさに捉え見分

けたうえで、栄養の指導にあたります。 

 （解説） 

栄養の指導は、疾病の治療、養生、予防、健康の保持と増進を目的に、人の生理作用（代謝作用）に

変化をもたらす介入（栄養介入）です。それゆえ、管理栄養士及び栄養士は、栄養の指導の内容と方法

を決定するにあたり、対象者と直接関わり自分の五感をもって、対象者の心身と栄養の状態を判定しな

ければなりません。 

《 連携の義務 》  

６ 管理栄養士及び栄養士は、栄養の指導が、保健医療、福祉、教育等の働きかけと密接に結びついて、ひと

びとの食の営みに関する多様な需要をより包括的によりよく満たすものとなるよう、他の専門職その他の

関係者と連携し、その要となって協働します。 

 （解説） 

食の営みのプロセスには、管理栄養士及び栄養士以外の専門職やその他の関係者も関与します。管理

栄養士及び栄養士の栄養の指導が、これに関与する他の専門職その他の関係者との連携と協働のもと

で行われるならば、より望ましい効果を期待できるでしょう。 

ここで“連携”とは、単に連絡を取り合う関係になるということではありません。“協働”する関係にな

らなければなりません。食のプロセスの中核を担う管理栄養士及び栄養士は、関係者の連携を協働させ

るための“要”の役割を果たすことが求められています。 

《 受診等を勧める義務 》  

７ 管理栄養士及び栄養士は、栄養の指導を行ったひとの心身の状況、栄養の状態にかんがみ、医師その他の

専門職による診療や保健指導等の専門的対処を要すると認めたときは、これら専門職への受診や相談等を

そのひとに勧めます。 

 （解説） 

在宅医療、在宅（居宅）療養、地域医療、地域介護などの政策的な推進により、療養と介護の基盤は、

「施設」から「地域」と「居宅」へと移っています。このもとで、地域社会で住民の栄養の指導を行 

う管理栄養士及び栄養士は、保健医療、福祉の各分野を横断する、食という幅の広い間口で、地域住民

の「よき生」(well-being)を見守ることのできる立場にあるといえるでしょう。 

管理栄養士及び栄養士は、栄養の指導の際に把握した心身の状況や栄養の状態から、診療や保健指導

その他の専門的な対処や介入が必要と認められる住民には、医師その他の専門職へ受診や相談等をす

るよう勧めるべきです。 
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《 安全確保の義務 》  

８ 管理栄養士及び栄養士は、食の安全の確保に関し常に必要な注意を払うとともに、栄養の指導に際し、こ

れにかかわる専門職その他の関係者の業務に、対象者の食の安全を損なうおそれのある事由を認めるとき

は、当該関係者との連携のもと、それによる被害等の発生を防ぐために必要な措置を講じます。 

 （解説） 

管理栄養士及び栄養士は、ひとびとに安全な食を保証する責任を負います。間違った栄養の指導は健

康被害を引き起こします。それゆえ、管理栄養士及び栄養士は、栄養の指導には元来危険性が内包され

ていることを深く自覚しながら、一方で、より効果の高い介入を行いながら、他方で、リスクマネジメ

ントを行い危害の発生を回避しなければなりません。 

管理栄養士及び栄養士は、常に自らの業務を食の安全にかなったものにするだけでなく、食のプロセ

スに関与する他の専門職その他の関係者の業務に食の安全を損ないかねないものがあると認めたとき

は、当該関係者に働きかけるとともに、当該関係者による是正の取り組みを支援しなければなりませ

ん。 

《 地域社会への責務 》  

９ 管理栄養士及び栄養士は、地域住民ひとりひとりの食の営みを支え育む地域づくりに参画するとともに、

地域の食環境の整備とその最適な運用に取り組みます。 

 （解説） 

管理栄養士及び栄養士が栄養の指導の働きかけをする先は、ひとりひとりの住民だけではありませ

ん。地域社会そのものも働きかけの対象となります。一人暮らしの人やさまざまな障がいをもつ人を含

め、広く住民ひとりひとりの食の営みの自律を支援するには、地域社会も支援の力を備えることが望ま

れるからです。 

管理栄養士及び栄養士は、住民の食生活を支える力と共助の心を備えた地域づくりに参画するとと

もに、地域の食環境の整備とその最適な運用に取り組む責務を負います。 

《 食文化の発展的継承と持続可能な社会への寄与 》  

10 管理栄養士及び栄養士は、多様な食文化を尊重し、その保存と発展的継承に取り組むとともに、それをと

おして培われる食生活のあり方と適切な環境の保全を礎とする持続可能な社会のあり方との調和を図りま

す。 

 （解説） 

管理栄養士及び栄養士は、多様な食文化の保存とその発展的継承を公衆栄養活動の一環として取り

組みます。食文化の多様性は地域の自然環境、産業、文化、社会構造の多様性の反映です。多様性は活

力と発展の源となるものであるとともに、画一化に伴う弊害を予防し克服するものでもあります。もち

ろん、食文化は、固定的なものではなく、発展的に継承されるべきものです。今日、その発展の方向は、

適切な環境の保全を礎とする持続可能な社会のあり方と調和するものではなければなりません。 

 

《 公益活動の義務 》  

11 管理栄養士及び栄養士は、日常業務と両立させながら、公益活動を行う義務を負います。 

管理栄養士及び栄養士は、非常災害その他の事件や事故により不特定多数のひとびとが、相当期間におい

て適正な食事摂取が不能または困難な状況に見舞われた場合などにおいて、専門性を生かして、必要な救

援や救護の活動に取り組みます。 

 （解説） 
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管理栄養士及び栄養士は、公益的職業であり、活動に取り組むことは大切な義務です。 

非常災害時には、特別な対応が求められます。公共、公益に奉ずる精神が発揮されなければなりませ

ん。その際に必要なのが、仲間の助けです。管理栄養士及び栄養士は、仲間と互いに助け合いながら、

非常災害の被害者の救援と復興に貢献しなければなりません。 

《 業務の求めに応じる義務 》  

12 管理栄養士及び栄養士は、栄養の指導の求めがあった場合には、正当な理由のない限り、これを拒みませ

ん。 

 （解説） 

管理栄養士及び栄養士は、栄養の指導という、食をもって人の命を預かる職責を社会から付託された

唯一の専門職です。栄養の指導を掲げる専門職は他にいません。 

管理栄養士及び栄養士が、栄養の指導を自らの固有の業務であると主張する以上、栄養の指導の求め

があったときには、これに応じなければなりません。これを拒むには正当な理由が必要です。 

《 守秘義務 》  

13 管理栄養士及び栄養士は、正当な理由のない限り、栄養の指導に関して知り得たひとの秘密を他に漏らし

ません。管理栄養士及び栄養士でなくなった後においても、この義務を守ります。 

 （解説） 

個人情報（秘密やプライバシー）は人格に結びついてその内容をなすものですから、人格を尊重する

義務には、個人情報を保護する義務も含みます。いわゆる守秘義務です。 

また、食のあり方はひとりひとりの嗜好やライフスタイル、生活環境に深く関係しています。個人情

報に関わる事柄に踏み込まない限り、依頼者の個別性に対応した的確な栄養の指導はできません。管理

栄養士及び栄養士にとって、守秘義務は、依頼者に安心して心を開いてもらうことで、より的確な栄養

の指導を行うためのものです。 

《 生涯研鑽の義務 》  

14 管理栄養士及び栄養士は、学際的な統合科学である栄養学の実践者として、生涯にわたり研鑽に励み、高

い専門的な知識と技能を維持し向上させます。 

 （解説） 

専門職がよりどころとする科学や技術は、日々進歩しています。とりわけ、栄養の指導には、それ自

体が学際的である栄養学をはじめ、さまざまな分野の科学が関係しますので、意識的に研鑽に取り組ん

でこそ、その進歩について行くことが出来ます。よりよい栄養の指導を行うには、栄養の指導の科学と

技術に基づく実践者として日々研鑽を積まなければなりません。管理栄養士及び栄養士は、研鑽におい

ても、受け身ではなく、能動的な姿勢が求められます。 

《 人格を培い開かれた存在となる義務 》  

15 管理栄養士及び栄養士は、食をもって、命を癒やし、養い、もてなす職責を担うため、ひとりひとりの生

きる営みの尊さに深く共感しうる豊かな心を培うよう努めます。 

管理栄養士及び栄養士は、栄養の指導に関し、率直で誠実な態度と配慮に富んだ言動、そして、透明性の

ある業務をもって説明責任を果たし、信頼しうる開かれた専門職となるよう努めます。 

 （解説） 

食をもって人の命を預かる専門職である管理栄養士及び栄養士には、人間愛（ヒューマニズム）が求

められます。今日、専門職は、その業務の透明性を保ち、説明責任を果たすことが求められます。その
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ため、専門職は、ひとびと（対象者）にとって開かれた存在でなければなりません。 

管理栄養士及び栄養士が開かれた存在となることは、対象者の自己決定を尊重するためにも必要で

す。対象者には、自分に対してどのような栄養療法が行われているかを知る権利があります。管理栄養

士及び栄養士は、自らの業務を見えやすく分かりやすいものにするよう努めなければなりません。 

《 品位の保持 》  

16 管理栄養士及び栄養士は、生涯にわたり、法令に反する行為、業務に関する不正な行為、そして、これら

に当たると否とにかかわらず、管理栄養士及び栄養士としての品位を損なう一切の行為に決して携わりま

せん。 

 （解説） 

管理栄養士及び栄養士は、栄養の指導という、食をもって人の命を預かる職責を社会から託されてい

ます。その前提には、管理栄養士及び栄養士が、この職責を常にひとびとの幸せのために果たしてくれ

るであろうとの信頼があります。ひとびとが命を預ける先に期待するのは高い道徳性です。それが品位

です。品位とは、違法でないことや、不正でないことに留まらず、それ以上の、いわば職務上の気高さ

のことです。 

管理栄養士及び栄養士は、品位の保持に格別の意を用いて、社会的な信頼と道徳性を培っていかな

ければなりません。 

 

2019年 11月 23日 解説検討 

                                 12月 16日 解説検討 

                                 2020年 1月 17日 最終案 
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（9）日本栄養士会宣言（2024 年度定時総会） 
                           

宣   言 

管理栄養士・栄養士は、専門職として、「栄養と食の営みのよろこびの中、自己実 現を求め、健やかによ

りよく共に生きる」という人びとの願いに応え、最新の科学的 根拠に裏付けられた高度な知識と技術を

持って「栄養の指導」を実践する。健康を育 む豊かな食生活の確立ならびに栄養の学術の進歩に資する

事業を遂行し、公衆衛生の 向上に寄与することを使命としている。 今、我が国は、人生１００年時代を

迎える中で、著しい社会環境の変化や人びとの ニーズの多様化、複雑化を踏まえ、誰一人取り残さず、

全ての国民が健やかで心豊か に生活できる持続可能な社会の実現に向け、保健・医療・福祉など様々な

領域の栄養 課題を解決していくことが重要となる。 この課題解決のために、管理栄養士・栄養士は、職

業倫理に基づき、資質や能力の 向上に努め、様々な栄養課題に取り組まなければならない。 本会は、全

国の管理栄養士・栄養士の力を集結し、個人では解決できない栄養課題 を組織の力で解決し、社会に貢

献する。 ここに、本総会の総意をもって次のスローガンを掲げ、その実現に向けて邁進する ことを宣言

する。 

２０２４年６月２３日     ２０２４年度公益社団法人日本栄養士会定時総会 

 

《２０２４年度総会スロ－ガン》 

１ 人生１００年時代を迎える中、様々な栄養課題を解決し、誰一人取り残さない持続 可能な社会を 

実現しよう  

１ 職業倫理を遵守し、生涯教育により専門的知識と技術を高め、活動を実効性のある ものにしよう  

１ 東京栄養サミット  におけるコミットメントの実現に向けた国際的な活動を通して、世界の持続 

可能な開発目（SDGs）の推進に貢献しよう 

１ 国内外の自然災害などにおいて栄養・食生活支援活動を通して、住民の命を守ろう 

１ 地域密着型の栄養ケア・ステーションの設置促進、機能拡充により、栄養・食生活 支援のための 

社会環境の質の向上に寄与しよう  

１ 栄養の日・栄養週間の活動を通して、管理栄養士・栄養士の社会的認知を高めよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


